












































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 

施設運営事業計画書 
(令和８年４月１日～令和９年３月３１日) 

 

白塚保育園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県市原市椎津５番地１号 

社会福祉法人和光会 



-1- 

 

 

2026年(令和８年度)施設運営事業計画書 

保育所／白塚保育園（保育所事業･一時預かり事業） 

 

１ 保育の方針 

・十分な保育環境の行き届いた運営の下に、常にくつろげる家庭的な雰囲気の中で子ど 

もたちの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒的な安定を図る。 

・健康・安全など日常生活で必要な基本的な生活習慣や生活態度を養いつつ、心身の健 

康への基礎を培うように努める。 

・人と人との関わりの中で、他の人に対する愛情や信頼感を育むと共に、自主的な自立 

精神及び協調性のある態度や行動力を養い、道徳性の芽生えを培うようにする。 

・生命や自然及び社会の事象についての興味や関心を持つことを育て、それら事象に対 

する豊かな感受性、心情や思考力の芽生えを培うように育てる。 

・日々の生活の中で、言葉への興味や関心を育て、相互に話したり、聞いたり、相手の 

話を理解しようとする心など、言葉の豊かさを養うことを目指す。 

・様々な生活や体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培う。 

・「食べることは生きること」食べ物の大切さを知り感謝の気持ちを育て、味覚形成と 

共に、心身を健やかに育むことを推奨する。 

１－１処 遇 (保健について)  

 一人ひとりの子どもに応じて健康的でなおかつ安全に留意するとともに、すべての子ど

もたちの健康を保持し、常に安全を守るように心掛ける。そのために経験豊富な看護師を配

置して、日々健康で安全な保育を目指すよう努める。小児科を専門とする嘱託医により定期

的な健康診断を行って年齢に合った健康状態及び成長過程を確認しつつ育む。 

また、子どもたちの日常の健康状態を適切に把握するために、日頃からの様子観察を心が

け、保護者との密接な連携を保てるように配慮する。看護師は、子どもの健康状態や発育･発

達状態、疾病異常の有無を把握し、適時嘱託医に相談し、年月齢に応じた検査項目について

も考慮する。看護師は、健康診断の結果を記録し、ご家庭にもご報告して保護者の皆様が自

分の子どもの状態を把握及び理解できるようにする。健康診断の結果については、市や保健

所が実施する健康診査、保健指導などの保育保健活動と相互に連携する資料とする。 

 

１－２処 遇 (安全管理等について) 

子どもは、その発達上の特性から事故や怪我の発生率が高く、それによる傷害が起きると

子どもの心身及び成長過程に多くの影響がでることがある。事故防止策は、保育時における

大きな課題目標で保育士には、子どもたちの事故発生についての予備知識と臨機応変な対処

方法を学ばせるとともに、保護者の皆様に対しても、子どもたちの事故発生についての認識

や知識を深めるための協力を求めていく。子どもの発達状況に合わせた安全指導の必要性を

強く認識し、適宜その実施に努める。交通事故等の防止についても交通安全教育に努め、保
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育指導を実施する。災害時に備えて、施設長の指揮下において、全職員を隊員とする自衛消

防組織をつくり、各自その役割分担等を担わせ、非常時に迅速な判断と行動がとれるように

教育する。子どもたちに対しては、その発達成長具合に応じて防災避難訓練等の目的や意義

を理解させ、避難訓練に参加させる。各保育士は防災避難訓練の意義を十分に理解し、それ

を積極的に実施し、必要な機材･用具などの使用方法を熟知させる。子どもたちの保育園への

登園時の安全管理は、保護者の皆様が責任を持って行うことを原則としつつも、責任ある人

以外の方に子どもを同行させないように依頼する。また、保育支援システムコドモンにて登

園確認アラートを利用し登園予定時刻までに登園打刻がなかった場合、保護者へ確認の知ら

せを配信し安全管理の強化をする。保育時間も随時子ども一人ひとりの所在及び安否確認を

行うように努める。 

 

１－３処 遇 (保育メニューについて)   

市原市の指導による保育時間の延長(保育時間7:00～20:00)を実施する。基本的な保育時

間に当たっては、子どもの年齢、健康状態、生活習慣、生活リズム、生命の維持及び情緒

の安定を配慮した保育を行うようにする。(養護と教育の一体的展開を行う。) 

また、保護者の皆様と密接に連携協力して、子どもたちにとって豊かで安定した家庭養

育が図られるように支援する。一時保育及び特定保育の実施に当たっては、市原市子ども

未来部保育課、子ども家庭総合支援課と連携をとり、地域の一時保育ニーズ等を把握しな

がら実施し、市からの委託により生後57日からの乳児を受け入れ子育て世代のニーズに答

えるよう努める。一時保育における子どもの集団構成が、定型的、継続的な通常保育の集

団構成と異なることから、一人ひとりの子どもの心身の状態、保育場面への適応状況など

を考慮して保育するとともに、通常保育との必要な関連性を配慮しつつ柔軟な保育を行う

ように努める。休日保育の実施については、保育士不足の中、保育士の十分な確保が困難

な状況である為、次年度以降、実施に向けて検討する。 

 

 

２ 保育目標・理想とする園児像 

 

  ◇思いやりのある、やさしい子 

  ◇明るくあいさつのできる子 

  ◇創造性・感受性豊かな子 

  ◇心も体もたくましい子 

  ◇最後まで一生懸命頑張る子 

 

これからの人生の中で最も目覚ましい成長を遂げる０歳から６歳までの子どもたちを、

当園の全職員で育ちの連続を見通した総合保育を行い、後の生涯にわたる生きる力の基礎

となる心を育くんでいく。 

 子ども一人ひとりの心に密接に寄り添い、子ども同士のかかわりを通した育ち合いを大

事にしながら、日常の遊びの中で考える力や、感じる心を育てる。木のぬくもりの温かい

園舎の中で、また園庭遊具に囲まれて、自由にのびのびと自分を発揮し、遊べる保育環境

を用意していく。そして保護者の皆様との連携を密にした信頼関係を築き、子どもたちは
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人と人とのつながりの中で安心して育つことを大切にしていく。広々とした園庭内で遊具

等だけに頼らない、常に子どもが主役になれるような遊びの場を通して、心と身体を育ん

でいく。栄養バランスを計算したお食事を中心に保育園の給食を提供し咀嚼力をより向上

させることで、「よく食べ、よく寝て、よく遊ぶ」生活リズムを大切にしながらも、それ

を一斉に行わせることではなく、子どもたち自らに判断や決断を委ね、子どもの主体性を

伸ばす保育を行う。延長保育の長時間保育で生活する子どもたちの気持ちと、保護者の皆

様の熱い思いをくみ取りながら、温かくゆっくりとくつろげる場を提供し、より清潔で安

全な環境の中で過ごせる保育を行う。白塚保育園が、この地域に開かれた児童福祉施設と

して子育ての、保育知識や育児経験等を的確に提供しながら、子どもの健全な育成及び子

育て家庭の生活支援を図る。子どもたちの最善の利益を考慮し、幼児の人権に配慮した保

育を行うために、職員一人ひとりの人間性及び保育園職員としての資質向上を図る。 

 

 

 

３ 事業内容                                  

 保育サービス事業の内容としては、次に挙げるものを行う。但し、供与する保育サービ

スの内容は、保育プランにもとづき、利用乳幼児個々の保育ニーズに応じて、本人に 

本当に必要とされるものを実施する。                

(1)保育事業及び子育て支援 (2)食事提供サービス (3)健康管理チェック 

(4)生活指導と相談 (5)一時預かり事業                

 

 

４ 施設運営                                  

(1)入所利用者の申込及び決定は、市原市子ども未来部保育課にて措置決定を受けた市内

在住在勤の子育て家族に対して市原市からの措置依頼を受けて本事業を行う。 

 (一時預かり事業は、市原市より一時預かり事業として受諾して実施) 

(2)乳幼児の保育プラン、供与する保育サービス内容、健康状況等を把握し、必要な保育

  計画変更等を随時実施し、園児主体の保育を実施する。 

(3)事業運営については、常に行政官庁の各関係機関と十分な連携を行ないその指導に沿

  った円滑な運営を図るように努める。 

(4)保育受け入れについては保育の程度、地理的条件等利用者家族及び市原市子ども未来

部保育課と事前に十分な協議を行ない、万全を期して行う。 

(5)保育参観等を実施し、保育内容等、保育参加計画の策定など具体的実施について必要

な事項を定め、円滑な開催を計る。 

(6)この事業を行なうために個人別状況票(フェイスシート)、児童票の他、運営経理に関

する帳簿等必要な書類を他の事業と区別して備える。 

(7)利用料は、厚生労働大臣が定める保育措置基準によるものとし、当該保育所は、給食

費等の利用実費とし、外出行事等で入場料等がかかる場合には実費の負担をお願いす

る事もある。 
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５ 令和８年度(2025年)の目標 

(1) 安心安全な保育環境のもと、子どもたちの様々な欲求を満たし、健康増進と心の成

長を促進する。 

(2) 保育指針に則り幼児教育施設として、「資質・能力」を乳児期から丁寧に育てていく。 

(3) 柳沢運動プログラムによる運動遊びを通した体力作りと、集団生活に必要な基本的

な生活習慣を身につける。 

(4) 人との関わりのなかで、自己を表現し、相手を思う気持ちや協調性を養う。 

(5) 保育環境や活動(英語教室)、絵本の読み聞かせ、読書感想絵、絵本作りなどを通し

て言葉への関心を育て、会話する力、聞き取る力を伸ばす。 

(6) 保育活動(アート教室、科学タイム)や様々な体験を通じ、感性や表現力を高めると

ともに、創造する力を身につける。 

(7) 食育を重視し、食べる事を通じて、感謝の気持ちを育てる。また、咀嚼力と味覚を

育む。季節や地場の食材をお楽しみメニューに取り入れる。三歳以上児でお料理を

し、準備や後片付けまで行い、食材への関心やおもてなしの心を育む。 

(8) ０，１歳児は、発達により見合った離乳食を提供する。また、必要に応じて中食を

提供する。三歳以上児は、給食を自分で用意するなど子どもの主体性を養う様更に

改善していく。 

(9) アレルギー児への食事内容について、家庭と医療機関と連携し個々の状況に見合っ

た食事提供を行うことにより、アレルギー抗体獲得に向けて協力する。 

(10) 子どもの健康管理・午睡について、園医やご家族等との連携を図りながら、個々に

応じた対応を行い、子どもの主体性を伸ばす保育を心がける。4.5歳児対象にフッ化

物洗口を定着させる。 

(11) 職員の一人ひとりが、優しさと心配りを持って子どもと笑顔で接するように、 

日々励む。 

(12) 子ども及びご家族の皆様と職員が、常に会話をする機会を多く持ち、様々なご相談

に応じるように配慮する。 

 

６  白塚保育園(保育事業･一時保育事業)の日課予定 

（別表１） 

 時    刻      日         課  

 ＡＭ  ７：００  早番職員出勤 

     ７：００ 早朝保育／自由保育 

     ８：００ 日A勤職員出勤、(送迎準備) 

     ８：３０  通常保育･登園受け入れ／(送迎バス出発)／健康視診 

    ９：００ 日勤職員出勤、年齢別保育／朝礼申し送り／(送迎バス保育園着) 

   １０：００  年齢別保育・戸外あそび 

   １１：００  給食準備／給食 

 ＰＭ １２：００  お昼寝準備／お昼寝／保育記録の記入／環境整備 

    ３：００  おやつ、自由あそび 

    ４：００  降園準備／(帰宅バス出発)／保育室等の清掃･後片づけ 

    ５：００  (送迎バス帰着)／降園／通常保育終了／申し送り 

    ６：００ 延長保育開始 

    ８：００ 延長保育終了／終了 

    ８：００  遅番職員退勤 

※園バスでの園児送迎については、職員の確保が出来なかった為、次年度以降に検討していく。
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(別表２-１)     令和８年度月別年間事業計画書‥‥保育部門(白塚保育園) 

月 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･行事関係(保育) 保育(一時)･子育て支援関係 施設運営･総務･法人関係 

４ 

 

 

 

月 

新年度開始(1水) 

｢行事予定｣｢保健・食育だより｣「クラス便り」発行(1水) 

進級式(3金) 

入園式(4土) 

身長･体重測定(6月～10金) 

子供図画工作教室[ｱｰﾄ教室]5歳児(14火) 

英語教室4.5歳児(20.27月) 

乳児健診/0歳児(20月) 

定期健診/新入園児(20月) 

保育参観0.1.2歳児(22水) 

防災避難訓練/地震(24金) 

お楽しみ給食(中旬) 

 

子育て支援ｾﾝﾀｰ実積報告(1水) 

一時預かり事業実績報告(1水) 

子育て支援ｾﾝﾀｰ月次報告(1水) 

一時預かり事業月次報告(1水) 

腸内細菌検査:全職員(8水) 

調理部会議(16木) 

給食会議(16木)/職員会議(16木) 

園庭遊具の定期点検(20月) 

中堅職員･園内研修会(随時) 

食事嗜好調査(随時･個別) 

職員外部研修会(随時) 

保育会議未満児･以上児(下旬) 

 

 

職員の辞令･委嘱状交付(1水) 

緊急連絡網表作成(1水) 

退職共済･共済会手続(1水) 

前年度実績報告書提出(1水) 

退職共済･共済会手続(1水) 

井戸水･水質検査(1水) 

運営費(措置費)請求申請(10金) 

電気設備定期点検(16木) 

浄化槽定期点検･清掃(24金) 

防災避難訓練/地震(24金) 

消火･通報研修(24金) 

消防設備定期点検(24金) 

職員給与(27月) 

 

５ 

 

 

 

月 

｢行事予定｣｢保健・食育だより｣「クラス便り」発行(1金)    

しらつかっ子集会(7木) 

身長･体重測定(11月～15金) 

英語教室4.5歳児(11.18.25月) 

防災避難訓練/火災(12火) 

学研幼児教室[かがぐタイム]5歳児(14木) 

保育参観3.4.5歳児(15金) 

乳児健診/0歳児(18月) 

定期健診/1歳児(18月) 

子供図画工作教室[ｱｰﾄ教室]4歳児(19火) 

青空動物園(21木) 

希望個人面談0歳児(25月～27水) 

希望個人面談1歳児(28木～1月) 

合鴨放鳥5歳児(上旬) 

お楽しみ給食(中旬) 

子育て支援ｾﾝﾀｰ月次報告(1金) 

一時預かり事業月次報告(1金) 

職員健康診断(9土) 

大掃除(11月～6/26金) 

腸内細検査:全職員(13水) 

腸内細菌検査:調理員･0歳児(13水・27水) 

調理部会議(14木) 

給食会議(14木)/職員会議(14木) 

園庭遊具の定期点検(18月) 

保育会議未満児･以上児(下旬) 

中堅職員･園内研修会(随時) 

新任職員･園内研修会(随時) 

職員外部研修会(随時) 

食事嗜好調査(随時･個別) 

職員救急救命講習(随時) 

 

井戸水･水質検査(8金) 

運営費(措置費)請求申請(8金) 

電気設備年次点検(10日) 

会計士会計監査(11月) 

人事考課(11月～29金) 

防災避難訓練/火災(13火) 

消防設備定期点検(13火) 

前年度事業報告書作成(14木) 

受水槽定期点検･清掃(14木) 

浄化槽定期点検清掃(15金) 

職員給与(27水) 

法人決算・監事監査(30土) 

ガス機器交換(随時) 

 

６ 

 

 

 

月 

｢行事予定｣｢保健・食育だより｣「クラス便り」発行(1月)    

しらつかっ子集会(1月) 

身長･体重測定(1月～5金) 

英語教室4.5歳児(1.15.22月) 

希望個人面談2歳児(2火～4木) 

希望個人面談3歳児(5金～9火) 

希望個人面談4歳児(10水～15月) 

希望個人面談4.5歳児(15月～17水) 

防災避難訓練/地震(11木) 

尿検査(12木･19木) 

定期健診/2歳児(15月) 

乳児健診/0歳児(15月) 

子供図画工作教室[ｱｰﾄ教室]5歳児(16火) 

梅干し作り4.5歳児(上旬) 

歯科健診(中旬) 

お楽しみ給食(中旬) 

 

衣替え(1月) 

子育て支援ｾﾝﾀｰ月次報告(1月) 

一時預かり事業月次報告(1月) 

腸内細菌検査:全職員(3水) 

腸内細菌検査:調理員･0歳児(3水・17水) 

園庭遊具の定期点検(15月) 

調理部会議(18木) 

給食会議(18木)/職員会議(18木) 

保育会議未満児･以上児(下旬) 

新任職員･園内研修会(随時) 

中堅職員･園内研修会(随時) 

職員外部研修会(随時) 

食事嗜好調査(随時･個別) 

理事会/決算の承認(3水) 

評議員会の招集通知発送(3水) 

井戸水･水質検査(5金) 

消防設備定期点検(5金)  

防災避難訓練/地震(11木) 

運営費(措置費)請求申請(12金) 

電気設備定期点検(18木) 

浄化槽定期点検清掃(18木) 

評議員会/決算の承認(21日) 

職員給与･賞与(29月) 

 

７ 

 

 

 

月 

｢行事予定｣｢保健・食育だより｣「クラス便り」発行(1水)    

しらつかっ子集会(1水) 

身長･体重測定(6月～10金) 

英語教室4.5歳児(6.13.27月) 

学研幼児教室[かがぐタイム]5歳児(9木) 

子供図画工作教室[ｱｰﾄ教室]4歳児(14火) 

レク5歳児(17金) 

防災避難訓練/火災(24金) 

乳児健診/0歳児(27月) 

定期健診/3歳児(27月) 

8020ﾆｺﾆｺ教室3～5歳児(中旬) 

お楽しみ給食(中旬) 

 

 

子育て支援ｾﾝﾀｰ月次報告(1水) 

一時預かり事業月次報告(1水) 

腸内細菌検査:全職員(8水) 

腸内細菌検査:調理員･0歳児(8水･22水) 

調理部会議(9木) 

給食会議(9木)/職員会議(9木) 

園庭遊具の定期点検(21火) 

保育会議未満児･以上児(下旬) 

食事嗜好調査(随時･個別) 

中堅職員･園内研修会(随時) 

職員外部研修会(随時) 

新任職員･園内研修会(随時) 

賞与支払届提出(1水) 

労働保険申告(1水) 

社会保険算定申告(1水) 

社会保険算定基礎届(1水) 

社会保険月額変更届(1水) 

会計士会計監査(3金) 

井戸水･水質検査(6月) 

電気設備定期点検(8水) 

運営費(措置費)請求申請(16木) 

浄化槽定期点検清掃(21火) 

防災避難訓練/火災(24金) 

消防設備定期点検(24金) 

職員給与(27月) 

衛生関係職員研修(随時) 

千葉県定例指導監査(指定日) 
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(別表２-２)    令和８年度月別年間事業計画書‥‥保育部門(白塚保育園) 

 

 

月 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･行事関係(保育) 保育(一時)･子育て支援関係 施設運営･総務･法人関係 

８ 

 

 

 

月 

｢行事予定｣｢保健・食育だより｣「クラス便り」発行(3月)

しらつかっ子集会(4火) 

身長･体重測定(3月～7金) 

英語教室4.5歳児(3.24.31月) 

子供図画工作教室[ｱｰﾄ教室]5歳児(4火) 

防災避難訓練/水害(14金) 

乳児健診/0歳児(17月) 

定期健診/4歳児(17月) 

白塚っ子祭り(22土) 

お楽しみ給食(中旬) 

保育士体験(中旬) 

 

 

子育て支援ｾﾝﾀｰ月次報告(3金) 

一時預かり事業月次報告(3金) 

腸内細菌検査:全職員(5水) 

腸内細菌検査:調理員･0歳児(5水・19水) 

調理部会議(13木) 

給食会議(13木)/職員会議(13木) 

園庭遊具の定期点検(17月) 

保育会議未満児･以上児(下旬) 

食事嗜好調査(随時･個別) 

職員外部研修会(随時) 

新任職員･園内研修会(随時) 

中堅職員･園内研修会(随時) 

 

 

井戸水･水質検査(12水) 

運営費(措置費)請求申請(12水) 

防災避難訓練/水害(14金) 

消防設備定期点検(14金) 

電気設備定期点検(17月) 

浄化槽定期点検清掃(21金) 

職員給与(27木) 

苦情解決責任者研修(適時参加) 

 

 

９ 

 

 

 

月 

｢行事予定｣｢保健・食育だより｣「クラス便り」発行(1火) 

しらつかっ子集会(1火) 

身長･体重測定(1火～4金) 

英語教室4.5歳児(7.14.28月) 

子供図画工作教室[ｱｰﾄ教室]4歳児(8火) 

親子防災講座(12土) 

学研幼児教室[かがぐタイム]5歳児(17木) 

防災避難訓練/火災(18金) 

乳児健診/0歳児(28月) 

定期健診/5歳児(28月) 

地域交流JR五井駅3.4.5歳児(上旬) 

お楽しみ給食(中旬) 

和光苑なかよし交流会2歳児(下旬) 

 

子育て支援センター月次報告(1火) 

一時預かり事業月次報告(1火) 

腸内細菌検査:全職員(2水) 

腸内細菌検査:調理員･０歳児(2水・16水) 

園庭遊具の定期点検(15火) 

調理部会議(18金) 

給食会議(18金)/全体職員会議(18金) 

保育会議未満児･以上児(下旬) 

食事嗜好調査(随時･個別) 

新任職員･園内研修会(随時) 

中堅職員･園内研修会(随時) 

職員外部研修会(随時) 

 

半年度決算･予算補正(1火) 

井戸水･水質検査(4金) 

運営費(措置費)請求申請(9水) 

消防設備総合点検(11金) 

浄化槽定期点検清掃(11金) 

理事会/補正予算(16水) 

電気設備定期点検(16水) 

防災避難訓練/火災(18金) 

消防設備定期点検(18金) 

評議員会/補正予算(27日) 

職員給与(28月) 

 

10 

 

 

 

月 

｢行事予定｣｢保健・食育だより｣「クラス便り」発行(1木) 

しらつかっ子集会(1木) 

身長･体重測定(5月～9金) 

英語教室4.5歳児(5.19.26月) 

運動会3.4.5歳児(17土) 

定期健診/1歳児(19月) 

乳児健診/0歳児(19月) 

防災避難訓練/地震(23金) 

子供図画工作教室[ｱｰﾄ教室]4･5歳児(27火) 

秋の読書週間(26～11/6) 

お楽しみ給食(中旬) 

 

 

 

衣替え(1木) 

子育て支援ｾﾝﾀｰ月次報告(1木) 

一時預かり事業月次報告(1木) 

腸内細菌検査:全職員(7水) 

腸内細菌検査:調理員･０歳児(7水･21水) 

調理部会議(8木) 

給食会議(8木)/全体職員会議(8木) 

園庭遊具の定期点検(19月) 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種(22木) 

保育会議未満児･以上児(下旬) 

中堅職員・園内研修会(随時) 

新任職員･園内研修会(随時) 

食事嗜好調査(随時･個別) 

職員外部研修会(随時) 

 

 

職員の辞令･委嘱状交付(1木) 

会計士会計監査(1木) 

井戸水･水質検査(9金) 

運営費(措置費)請求申請(15木) 

電気設備総合点検(16金) 

消防設備定期点検(23金) 

浄化槽定期点検清掃(23金) 

防災避難訓練/地震(23金) 

職員給与(27火) 

 

 

11 

 

 

 

月 

｢行事予定｣｢保健・食育だより｣「クラス便り」発行(4火) 

しらつかっ子集会(2月) 

身長･体重測定(2月～6金) 

英語教室4.5歳児(9.16.30月) 

交通安全教室宮田公園5歳児(10火) 

学研幼児教室[かがぐタイム]5歳児(12木) 

乳児健診/0歳児(16月) 

定期健診/2歳児(16月) 

防災避難訓練/火災(20金) 

お茶の会(29土) 

お楽しみ給食(中旬) 

保育士体験(中旬) 

地域交流4.5歳児(中旬) 

芸術鑑賞コンサート(中旬) 

 

子育て支援ｾﾝﾀｰ月次報告(2月) 

一時預かり事業月次報告(2月) 

腸内細菌検査:全職員(4水) 

調理部会議(12木) 

給食会議(12木)/職員会議(12木) 

園庭遊具の定期点検(16月) 

ぽっぽﾗﾝﾄﾞﾌｪｽﾀ(19木) 

保育会議未満児･以上児(下旬) 

食事嗜好調査(随時･個別) 

職員外部研修会(随時) 

中堅職員･園内研修会(随時) 

新任職員･園内研修会(随時) 

 

井戸水･水質検査(6金) 

人事考課(9～26木) 

運営費(措置費)請求申請(11水) 

電気設備定期点検(20金) 

浄化槽定期点検清掃 (20金) 

消防設備定期点検(20金) 

防災避難訓練/火災(20金) 

年末調整締め切り(26木) 

職員給与(27金) 
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(別表２-３)     令和８年度月別年間事業計画書‥‥保育部門(白塚保育園) 

月 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・行事関係(保育) 保育(一時)･子育て支援関係 施設運営･総務･法人関係 

12 

 

 

 

月 

｢行事予定｣｢保健・食育だより｣「クラス便り」発行(1火) 

しらつかっ子集会(1火) 

身長･体重測定(1火～4金) 

子供図画工作教室[ｱｰﾄ教室]5歳児(3火) 

防災避難訓練/地震(7月) 

英語教室4.5歳児(7.14.21月) 

定期健診/2歳児(14月) 

乳児健診/0歳児(14月) 

お楽しみ会(19土) 

おもちつき3.4･5歳児(22火) 

大掃除(28月) 

冬季休業(29～1/3) 

千種小訪問5歳児(上旬) 

お楽しみ給食(中旬) 

 

子育て支援ｾﾝﾀｰ月次報告(1火) 

一時預かり事業月次報告(1火) 

腸内細菌検査:全職員(9水) 

調理部会議(10木) 

給食会議(10木)/職員会議(10木) 

園庭遊具の定期点検(14月) 

年末の大掃除(25金) 

保育会議未満児･以上児(下旬) 

中堅職員･園内研修会(随時) 

新任職員･園内研修会(随時) 

職員外部研修会(随時) 

食事嗜好調査(随時･個別) 

消防設備定期点検(1火) 

防災避難訓練/地震(1火) 

年末調整事務(4金) 

浄化槽汚泥引取り(11金) 

職員賞与(15火) 

賞与支払届提出(15火) 

トラッキング確認(16水～25金) 

理事会/補正予算(16水) 

電気設備定期点検(17木) 

運営費(措置費)請求申請(17木) 

浄化槽定期点検清掃(18金) 

井戸水･水質検査(21月) 

源泉徴収票の作成(25金) 

評議員会/補正予算(27日) 

職員給与(28月) 

 

１ 

 

 

 

月 

｢行事予定｣｢保健・食育だより｣「クラス便り」発行(4月)

 しらつかっ子集会(4月) 

保育開始(4月) 

身長･体重測定(4月～8金) 

子供図画工作教室[ｱｰﾄ教室]4歳児(12火) 

防災避難訓練/火災(15金) 

英語教室4.5歳児(18.25月) 

乳児健診/0歳児(18月) 

定期健診/4歳児(18月) 

学研幼児教室[かがぐタイム]5歳児(21木) 

味噌作り2.3.4歳児(上旬) 

歯科健診(中旬) 

お楽しみ給食(中旬) 

 

 

子育て支援ｾﾝﾀｰ月次報告(4月) 

一時預かり事業月次報告(4月) 

腸内細菌検査:全職員(6水) 

調理部会議(14木) 

給食会議(14木)/職員会議(14木) 

園庭遊具の定期点検(18月) 

保育会議未満児･以上児(下旬) 

職員外部研修会(随時) 

食事嗜好調査(随時･個別) 

中堅職員･園内研修会(随時) 

 

 

報酬月額算定基礎届(4月) 

ゴミ収集初め(4月) 

社会保険月額変更届(4月) 

給与支払報告書(4月) 

井戸水･水質検査(8金) 

浄化槽定期点検清掃(13水) 

運営費(措置費)請求申請(14木) 

電気設備定期点検(14木) 

消防設備定期点検(15金) 

防災避難訓練/火災(15金) 

職員給与(27水) 

調理室衛生管理検査(指定日) 

特定給食施設等巡回指導(指定日) 

 

２ 

 

 

 

月 

｢行事予定｣｢保健・食育だより｣「クラス便り」発行(2月) 

しらつかっ子集会(2火) 

身長･体重測定(1月～5金) 

英語教室4.5歳児(1.8.15月) 

節分(3水) 

子供図画工作教室[ｱｰﾄ教室]4.5歳児(9火) 

定期健診/5歳児(15月) 

乳児健診/0歳児(15月) 

防災避難訓練/地震→火災(19金) 

お楽しみ給食(中旬) 

卒園遠足5歳児(下旬) 

 

子育て支援ｾﾝﾀｰ月次報告(1月) 

一時預かり事業月次報告(1月) 

腸内細菌検査:全職員(3水) 

園庭遊具の定期点検(8月) 

調理部会議(19金) 

給食会議(19金)/全体職員会議(19金) 

保育会議未満児･以上児(下旬) 

中堅職員･園内研修会(随時) 

職員外部研修会(随時) 

食事嗜好調査(随時･個別) 

 

次年度予算検討(1月) 

次年度事業計画検討(1月) 

緒規程の改定計画(1月) 

運営費(措置費)請求申請(12金) 

電気設備定期点検(12金) 

浄化槽定期点検清掃(12金) 

井戸水･水質検査(16火) 

防災避難訓練/地震→火災(19金) 

消防設備定期点検(19金) 

職員給与(26金) 

 

３ 

 

 

 

月 

｢行事予定｣｢保健・食育だより｣「クラス便り」発行(1月) 

しらつかっ子集会(2火) 

身長･体重測定(1月～5金) 

英語教室4.5歳児(1.8月) 

学研幼児教室[かがぐタイム]5歳児(4木) 

防災避難訓練/地震(5金) 

乳児健診/0歳児(15月) 

お別れパーティー(19金) 

卒園式5歳児(20土) 

お楽しみ給食(中旬) 

 

子育て支援ｾﾝﾀｰ月次報告(1月) 

一時預かり事業月次報告(1月) 

園庭遊具の定期点検(8月) 

腸内細菌検査:全職員(10水) 

調理部会議(11木) 

給食会議(11木)/職員会議(11木) 

保育会議未満児･以上児(下旬) 

職員外部研修会(随時) 

食事嗜好調査(随時･個別) 

 

次年度当初予算案作成(1月) 

防災避難訓練/地震(5金) 

消防設備定期点検(5金) 

電気設備定期点検(9火) 

会計士会計監査(10水) 

時間外労働協定書(10水) 

次年度事業計画書作成(10水) 

消防設備総合点検(12金) 

自己評価結果公表(12金) 

浄化槽定期点検清掃(12金) 

井戸水･水質検査(12金) 

運営費(措置費)請求申請(17水) 

理事会/次年度当初予算(17水) 

評議員会/次年度当初予算(28日) 

職員給与(29月) 

記録簿整理:年度末(31水) 

当年度事業報告書作成(31水) 
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2026年(令和８年度)施設運営事業計画書 

保育所／白塚保育園（子育て支援センター事業） 

 

 

１ 方 針                                  

 市原市内に在住在勤の子育て家族を支援する地域子育て支援センター白塚保育園では、地

域全体での子育て支援を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職

員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての指導、子育てサークル等への支援

などを通して、地域の子育て家庭に対する育児支援活動を行う。 

地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、

地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを

促進することを目的として運営する。 

 

２ 事業内容                                 

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に努力する。 

(2) 子育て等に関する相談・援助の実施をする。 

(3) 地域の子育て関連情報の提供をする。 

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等を実施する。 

 

 

３ 施設運営                                 

(1)白塚保育園の利用者及びそのご家族のご相談にはいつでも迅速に誠意をもっ 

て対応する。 

(2)ご利用者の氏名･年令･住所･生活歴の他、利用中に得た内容や利用情報等を把 

握し、必要な個別帳簿を備え「守秘義務」を厳守する。 

(3)運営については、市と十分協議を行ない、円滑な運営を計るよう努める。 

(4)ご利用者からの電話相談は、相談内容により、担当者と市の保育課及び各関係機関と

協議しながら、相談に応じていく。 

(5)市原市地域子育て支援拠点事業を行なうために、個人別の「子育て支援計画｣ 

の他運営経理に関する帳簿等必要な書類を他の事業と区別して備える。 

(6)子育て支援センターの利用料については、市が定める地域子育て支援拠点事 

業基準によるものとし、当該子育て支援センターは、市原市の委託事業とし 

てその利用者負担は無料とする。また、行事により実費の一部負担をお願いする事

もある。 
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４ 令和８年度の目標 

(1) 地域の子育て拠点となるよう食や健康に関する支援を強化する。  

  (2) センターを利用したくても利用できない方たちの手助けが出来る様に関係機関と

の連携を深め、訪問支援等を行い、地域とのつながりを継続的に持たせる取り組

みを継続していく。 

 (3) センター利用者に育児の喜びや楽しさを共感しあえる居心地の良い環境を提供す

る。 

(4)  センター利用者の子育て世代と地域高齢者等の交流の場の環境を提供したく、園

庭に畑を整備している。また、野菜の収穫体験を通して食育活動を推進したい。 

(5) 父子活動の支援を目的とした「かまどの会」を継続維持し、地域の子育て支援の拠

点としての新規活動推進ができるように公園等への宣伝活動も検討していく。 

 (6) 利用者主体のぽっぽらんどフェスタの開催及び定着化を推し進め、地域の社会資     

   源の発掘及び還元を図る。 

 

 

５ 子育て支援センター(ぽっぽらんど)の日課予定 

 

 (別表２) 

時    刻      日         課  

 ＡＭ  ８：００  職員出勤／朝令申し送り 

     ８：４０ その日の行事等の準備 

     ９：００ オープンスペース／行事／園庭解放 

   １１：３０ ＊園庭解放は１１：３０まで 

     ４：００  センター終了／センター内等清掃／後片付け 

    ４：３０  終了 

 

 

 


